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資料 1 スキー場跡地における平成 29年 8 月豪雨時の流出土砂量の推定 

（第 3 回高時川濁水問題検討会議資料 一部加筆修正） 
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資料 2 令和 4年 8月豪雨被害について 

（第 14 回丹生ダム建設事業の中止に伴う地域整備協議会資料 抜粋） 
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資料 3 高時川の濁水に関する意見書・要望書 一覧表 

 

年月日 提出者 内   容 提出先 

R4.8.30 高時川漁協、 

丹生川漁協 

①濁りの現地調査、原因究明 

②抜本的な対策 

③濁り被害に対する救済 

滋賀県知事 

R4.9.21 丹生ダム 

対策委員会 

河川整備、災害復旧、濁水防止対策ほか 滋賀県知事 

R5.3.23 長浜市議会 原因調査、抜本的な環境回復計画の 

策定と実施 

滋賀県知事 

R5.4.14 高月地域づ

くり 

協議会 

①地下水の枯渇の原因調査と早期復旧 

②稲作など農作物への影響調査 

滋賀県知事 

R5.4.14 県漁連 ①濁水発生の原因解明、抜本的対策 

②濁水防止対策工事の実施 

③スキー場跡地是正工事の県による実施 

滋賀県知事 

R5.5.26 県漁連 ①産卵場の機能回復 

②人工河川のアユ放流量の増加 

滋賀県知事 

R5.6.28 長浜市議会 ①是正工事区域にこだわらない堰堤の設置 

②是正工事に対し県が責任をもって対処 

③市内のアユ漁への支援措置 

滋賀県知事 

R5.8.7 

R5.8.25 

長浜市長 高時川流域における令和４年８月豪雨 

災害復旧事業の早期完了 

滋賀県知事 

R5.10.11 県漁連 ①濁水発生の原因解明、抜本的対策 

②濁水防止対策工事の実施 

③スキー場跡地是正工事の県による実施 

滋賀県知事 
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資料 4 高時川および姉川・田川下流域の濁水と水産資源への影響調査 

（第 1 回高時川濁水問題に関する報告会資料 抜粋） 
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深度 [m] 0.5km 1km 2km 0.5km 1km 2km 0.5km 1km 2km 0.5km 1km 2km 0.5km 1km 2km
0 2.52 3.42 4 3.27 3.63 3.1 1.98 3.2 3.27 3.23 2.78 2.07 2.18 1.96 2.61 2.13
1 3.03 3.46 4.36 3.35 3.68 3.25 3.96 5.01 3.98 3.83 3.2 1.87 2.69 2.58 2.28 2.17
2 2.41 3.98 2.26 3.14 2.18 2.5 4.08 2.5 4 3.03 2.46 2.75 2.99 2.39 1.94
3 2.54 5.12 4.21 2.09 3.93 2.26 1.9 4.83 2.65 2.5 3.33 2.91 1.88 2.61 2.52 1.94
4 12.32 5.31 4.04 2.39 3.31 3.64 1.94 4.32 2.91 1.68 3.68 3.2 2.07 2.84 2.18 2.84
5 3.12 4.38 3.94 2.8 5.84 2.61 1.79 4 4.19 6.23 4.36 3.06 2.54 6.57 2.73 2.9
6 4.73 4.69 4.3 4.24 6.08 3.98 1.77 4.99 6.7 13.22 4.36 3.48 8.78 7.19 2.86 3.38
7 7.35 6.25 4.77 6.45 5.82 4.11 1.81 3.16 4.47 15.77 6.25 7.02 11.06 9.47 3.63 11.85
8 7.41 5.95 7.32 5.14 6.08 6.7 4.71 8.91 14.36 4.47 10.45 11.74 12.04 14.59 11.76 16.53
9 8.57 6.66 11.91 5.31 9.06 9.53 6.32 13.31 17.19 4.51 37.87 17.99 11.48 14.29 14.9 11.79

10 10.16 12.92 5.11 13.85 13.89 8.63 31.5 31.16 4.79 13.89 14.7 13.37 13.67 10.35 11.55
11 14.9 10.46 11.85 26.39 20.56 10.86 14.87 18.48 6.66 18.93 8.53 9.13 12.86 8.2 2.58
12 9.34 13.03 12.88 14.1 15.56 9.77 14.34 5.52 18.73 7.56 18.73 5.42 5.24 2.73 1.85
13 11.76 12.11 13.03 6.36 7.84 14.3 3.78 11.63 18.29 4.32 10.99 2.78 3.98 2.37 1.96
14 12.54 10.93 21.37 4.6 2.13 9.06 2.86 8.01 13.25 2.48 2.6 2.65 2.48 2.71 1.98
15 7.93 6.14 8.37 2.65 2.09 9.55 2.17 4.32 6.94 2.26 3.16 2.31 2.5 2 1.85
16 5.97 5.11 5.82 2.61 2.11 5.87 2.39 3.85 7.47 2.13 2.91 2.33 2.48 1.98 2.13
17 5.18 5.2 4.06 1.87 2.18 2.37 2 2.31 2.46 1.88 2.3 3.06 2.13 1.96 2.17
18 5.44 4.99 4.06 1.98 1.68 2.17 2.2 2.13 1.96 2.09 2.07 2.9 2.05 2.11 2.07
19 5.03 6.27 3.89 1.85 2.05 2.78 1.98 2.82 1.77 2.07 2.2 2 2.37 2.13 2.11
20 3.85 5.12 3.87 1.98 1.98 1.58 1.96 1.68 1.87 1.87 1.77 3.2 2.26 2.17
21 3.31 4.69 3.96 1.96 1.98 1.7 2.11 1.64 1.81 2.02 1.6 2.82 2.02 1.77
22 3.27 4.81 2.48 1.9 1.73 1.79 1.96 2.05 1.36 1.98 1.64 2.11 1.96 1.58
23 4 3.55 2.17 1.75 1.77 1.73 1.73 1.45 1.49 2.07 2.02 1.55 2.52 1.88
24 4 3.14 2.48 1.96 1.88 1.64 2.05 1.6 1.68 1.66 1.38 1.57 2.2 1.98
25 3.23 2.91 2.37 2.09 1.85 1.73 2.13 1.98 1.73 1.68 1.45 1.58 2.22 1.94
26 3.16 2.33 2.09 1.77 1.58 1.88 2 3.14 2.17 1.64 1.6
27 2.82 1.96 2.39 2.02 1.47 1.87 1.66 1.73 2.13 1.75 1.45
28 2.46 1.87 2.05 1.96 1.49 2.05 1.64 1.47 1.98 2.05 1.49
29 2.09 1.79 2.48 2.26 1.25 1.9 1.66 1.47 1.94 1.88 1.55
30 2.73 1.9 2.46 2.17 1.36 2.37 2.02 1.25 2.2 1.75 1.43
31 1.79 2.69 2.13 1.28 2.54 3.03 1.34 2.28 1.87 1.34
32 1.87 1.7 2.73 1.28 2.11 1.96 1.45 2.07 1.55
33 1.88 1.87 1.36 2.09 1.94 1.47 2.07 1.73
34 1.88 1.28 2.73 2.2 1.87 1.66 2.07 2.63
35 1.9 1.47 1.23 2.33 2.31 1.68 1.79 2.11
36 2.41 1.87 1.17 2.54 2.58 2.3 1.6 2.28
37 2.2 1.17 2.91 2.18 1.68 1.57 2.18
38 2.22 1.15 2.17 1.81 2.39 2.39
39 2.33 1.21 2.2 1.73 2.39
40 2.41 1.23 2.46 1.66 2.82
41 1.21 2.18 1.53
42 1.32 1.42
43 1.38 1.47
44 1.98 1.57
45 2.39 2.02
46 2.26 2.11
47 2.46 2.18
48 2.43 2.13
49 2.17

北西 南東
河口

西 南西 南

深度 [m] 0.5km 1km 2km 0.5km 1km 2km 0.5km 1km 2km 0.5km 1km 2km 0.5km 1km 2km
0 1.29 0.92 0.91 0.91 0.86 0.57 0.61 0.95 0.84 0.79 0.96 0.77 0.93 7.91 2.05 1.48
1 1.89 0.92 0.9 0.95 1.15 0.95 0.87 0.92 0.83 1.31 0.99 0.95 0.95 7.18 1.97 1.85
2 1.17 0.96 0.92 0.94 0.85 0.91 0.97 0.91 0.63 1.18 0.92 1.16 0.95 4.88 1.93 1.39
3 2.58 0.92 0.95 0.91 1.21 0.9 0.98 0.88 1.25 1 0.96 0.96 0.95 4.11 1.77 1.39
4 7.2 0.95 0.94 0.93 0.97 0.91 0.91 1.18 0.74 0.98 0.95 0.92 0.92 2.8 1.4 1.36
5 7.04 0.99 0.99 0.92 1.02 0.9 0.91 0.93 0.96 0.96 0.94 0.99 0.95 2.73 1.51 1.24
6 6.52 0.92 0.92 0.94 1.01 0.9 0.9 0.83 0.76 0.95 0.94 0.9 0.91 2.45 1.78 1.2
7 6.69 0.94 0.95 0.97 0.95 0.91 0.92 0.96 0.92 0.96 0.96 0.93 0.87 2.41 1.75 1.08
8 6.87 0.96 0.92 0.91 0.96 0.91 0.9 1.05 0.8 0.94 0.89 0.94 0.92 2.18 1.74 1.09
9 6.72 0.95 0.91 0.95 0.94 0.89 0.89 0.89 0.91 0.91 1.02 0.94 0.91 1.89 1.72 1.13

10 6.02 0.94 1.01 0.92 0.97 0.98 0.88 0.92 0.83 0.91 0.97 0.92 0.91 1.89 1.49 1.15
11 6.32 0.96 0.92 0.91 0.92 0.89 0.99 0.99 0.89 0.89 1.12 0.94 0.91 1.77 1.24 1.16
12 5.46 1 0.92 0.92 0.96 0.9 0.88 0.92 0.82 0.89 1.3 0.92 0.89 1.48 1 1.21
13 0.96 0.94 0.93 0.96 0.89 0.87 0.98 0.89 0.88 1.32 0.92 0.92 1.21 0.98 1.07
14 1.04 0.94 0.93 0.98 0.89 0.87 0.92 0.83 0.89 1.67 0.94 0.87 1.25 1.01 1.08
15 0.97 0.93 0.92 0.94 0.89 0.87 0.95 0.89 0.89 1.58 0.92 0.89 2.31 1 0.99
16 1.01 0.99 0.94 0.94 0.89 0.89 0.95 0.89 0.88 1.87 0.94 0.88 2.29 0.96 1
17 0.99 0.93 0.92 0.94 0.9 0.89 0.94 0.91 0.89 1.9 0.96 0.87 2.13 0.89 1.08
18 0.98 0.92 0.93 0.93 0.92 0.89 0.93 0.91 0.89 2.04 0.94 0.94 2.22 0.89 1.03
19 0.98 0.92 0.95 0.95 0.93 0.89 0.95 0.89 0.88 2.15 0.92 0.89 0.91 1.02
20 0.99 0.92 0.99 0.94 0.93 0.89 1.01 0.92 0.89 2.03 0.92 0.96 0.97 0.96
21 1.04 0.95 0.93 0.96 0.94 0.88 0.95 0.9 0.88 1.87 0.92 0.92 0.9 1.05
22 1.06 0.92 0.91 0.96 0.95 0.89 0.92 0.94 0.89 2.27 0.92 0.92 0.91 1.03
23 1.15 0.96 0.96 0.94 0.93 0.89 0.93 0.89 0.86 2.25 0.98 0.96 0.92 1.08
24 1.09 0.96 0.92 0.95 0.92 0.89 0.95 0.94 0.87 2.37 1.1 0.95 1.04 1.09
25 1.15 0.98 0.92 0.94 1 0.89 1.01 0.89 0.89 2.25 1.21 0.93 1.04 1.07
26 0.95 0.96 0.95 0.94 0.89 0.96 0.92 0.87 1.53 1.34 0.94 1.03
27 0.94 0.96 0.98 0.92 0.87 0.98 0.94 0.89 1.01 1.42 0.93
28 0.97 0.94 0.98 0.94 0.87 1 0.94 0.92 1 1.48 1
29 1.32 0.95 0.97 0.95 0.88 1.04 0.97 1.32 1.13 1.59 0.92
30 0.96 0.98 1.02 1.02 0.88 1.48 0.98 0.92 1.69 1.46 0.92
31 1.06 1.07 1.05 0.97 0.95 1.47 0.92 0.9 2.49 1.08 0.98
32 1.11 1.13 0.91 0.95 2.01 0.93 0.89 0.87 0.94
33 1.1 0.92 0.95 2.29 1.02 0.89 0.96 0.99
34 1.11 0.96 1.03 2.24 1.16 0.86 0.89 0.98
35 1.08 1.35 0.89 2.2 1.21 0.93 0.89 0.95
36 1.14 1.84 0.86 2.21 1.12 0.89 0.91 0.92
37 1.85 0.87 1.02 0.86 0.95 0.89
38 2.74 0.87 0.87 0.89 0.99 0.91
39 3.28 0.89 0.89 0.89 1.11 0.91
40 3.63 0.89 1.01 0.87 1.22
41 3.11 0.87 1.08 0.89 1.06
42 0.89 0.92
43 0.94 0.94
44 0.95 0.99
45 1.06 1.08
46 1.04 1.15
47 1.06 1.03
48 1.02 1
49 1.05

北西 南東
河口

西 南西 南

図6 各調査時における、河口から北西方向、西方向、南西方向、南方向および南東方向における
懸濁物量(単位：mg/L)の、表面から湖底直上1mまで1mごとの鉛直分布（懸濁物量は濁度の測定値を
関係式により変換したもの）

4月調査時

7月調査時
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資料 5 高月地域における井戸渇水箇所 

（第 3 回高時川濁水問題検討会議資料 一部加筆修正） 

 

高月地域井戸渇水箇所 

長浜市高月町高月 

令和 5 年 2 月～令和 5年 6 月頃まで枯渇 

長浜市高月町井口、雨森、柏原 

令和 4年 11 月～令和 5年 6 月頃まで枯渇 

高
時
川 
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資料 6 高時川濁水対策連絡調整会議設置要綱 

 

（目的） 

第１条 令和 4 年 8 月 4 日から 5 日にかけて、長浜市と福井県境を中心に発生した時間雨量

約 90 ㎜、累計雨量 305 ㎜の豪雨が、高時川流域に大きな被害をもたらしたが、その後、現

在に至るまで高時川の濁りが続いていることから、この長期の濁りの原因の究明と、濁り

の軽減について、庁内および国、長浜市の行政関係者により幅広い情報共有および意見交

換等を行うことを目的に連絡調整会議を設置する。 

 

（設置） 

第２条 前条の連絡調整会議は次に掲げるとおりとする。 

 高時川濁水対策連絡調整会議（以下「連絡調整会議」という。） 

 

（所掌事務） 

第３条 連絡調整会議は、次に掲げる事項について情報共有、意見交換、状況報告等を行う

ものとする。 

(1) 高時川の濁りにかかる情報共有に関すること。 

(2) 高時川濁水問題検討会議（令和 5年 6 月 1日設置要綱制定）への参加および情報提供

ならびに提案された濁りの軽減につながる対策にかかる意見交換に関すること。 

(3) 地元関係者への高時川濁水問題にかかる報告会への参加および状況報告等に関するこ

と。 

 

（構成） 

第４条 構成員は、別紙のとおりとする。 

 

（会議） 

第５条 連絡調整会議は、琵琶湖環境部長が招集する。 

２ 連絡調整会議は、非公開とする。 

３ 琵琶湖環境部長は、必要と認めるときは、構成員以外の者の出席を求めることができる。 

 

（運営） 

第６条 連絡調整会議の運営は、第４条の別紙(1)から(9)までが担うものとし、運営に必要

な事務は琵琶湖環境部森林保全課において処理する。 

  

（委任） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、連絡調整会議の運営に必要な事項は、琵琶湖環境部

長が定める。 
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附則 この要綱は、令和 5 年 7 月 18 日から施行する。 

 

 

 

 

（別紙）  

(1)  琵琶湖環境部森林保全課  

(2)  琵琶湖環境部琵琶湖保全再生課 

(3)  農政水産部水産課 

(4)  土木交通部流域政策局水源地域対策室 

(5)  湖北森林整備事務所 

(6)  湖北環境事務所 

(7)  水産試験場 

(8)  長浜土木事務所 

(9)  長浜土木事務所木之本支所 

(10) 湖北農業農村振興事務所 

(11) 土木交通部砂防課 

(12) 国土交通省近畿地方整備局琵琶湖河川事務所 

(13) 林野庁近畿中国森林管理局滋賀森林管理署 

(14) 長浜市産業観光部 

(15) 長浜市都市建設部 
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資料 7 高時川濁水問題検討会議設置要綱 

 

（目的） 
第１条 令和 4年 8月 4日から 5日にかけて、長浜市と福井県境を中心に、時間雨量約 90 ㎜、

累計雨量 305 ㎜という豪雨により、高時川流域に大きな被害をもたらしたが、その後、現

在に至るまで濁りが続いていることから、この長期の濁りの原因の究明と、濁りの軽減に

つながる対策について、有識者による検討を進めることを目的に検討会議を設置する。 

 

（設置） 

第２条 前条の検討会議は次に掲げるとおりとする。 

高時川濁水問題検討会議（以下「検討会議」という。） 

 

（所掌事務） 

第３条 検討会議は、次に掲げる事項について意見交換を行うものとする。 

(1) 高時川とその支川における濁水の原因究明に関すること 

(2) 濁りの軽減につながる対策に関すること 

(3) 高時川濁水問題に関する報告会への助言に関すること 

 

（構成） 

第４条 検討会議は、次の各号に掲げる者のうちから、琵琶湖環境部長が選任する。 

学識経験を有する者 

 

（委員の任期） 

第５条 委員の任期は 1年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期

は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることがある。 

 

（座長） 

第６条 検討会議に座長を置く。 

２ 座長は、委員の互選によって定める。 

３ 座長は、検討会議の議長として会議の進行を行う。 

４ 座長に事故があるとき、または欠けたときは、あらかじめ、その指名する委員が座長を代

理する。 

 

（会議） 

第７条 検討会議は、琵琶湖環境部長が招集する。 

２ 検討会議は、公開とする。 
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３ 琵琶湖環境部長は、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。 

 

（運営） 

第８条 検討会議の運営は高時川濁水対策連絡調整会議事務局が行い、運営に必要な事務は琵

琶湖環境部森林保全課において処理する。 

 

（委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、琵琶湖環境部長

が定める。 

 

付則 この要綱は、令和 5年 6月 1日から施行する。 

付則 この要綱は、令和 5年 7月 19 日から施行する。 
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資料 8 高時川・姉川の 9 地点における調査日別の濁度 

（第 3 回高時川濁水問題検討会議資料） 
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資料 9 高時川・姉川における地点別の濁度と水位の関係 

（第 3 回高時川濁水問題検討会議資料） 
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資料 10 ヘリコプターによる上空からの森林荒廃調査 
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資料 11 濁水・土砂成分等分析調査に係る分析方法の概要および試料採取前の降雨の状況 
（第 3 回高時川濁水問題検討会議資料） 

 

１．分析方法 

  分析装置 分析方法 

鉱物組成 

（崩壊土砂・河床底泥） 

エネルギー分散型蛍光 X 線 

分析装置 EDX 

採取試料を 2 ㎜ふるい後 

乾燥させて測定 

鉱物組成 

（河川水） 

走査電子顕微鏡-エネルギー 

分散型 X 線分析装置 SEM-EDX 

試料をろ過（PTFE 製）し、 

導電処理後ろ紙上の 5 カ所を測定 

粒度組成 

（崩壊土砂・河床底泥） 
レーザ法 

JIS Z 8825  

および JIS Z 8824 9.3.1 
粒度組成（河川水） 

水素イオン濃度 ｐH 計 JIS K 0102 12.1 

浮遊物質量 重量法 環境庁告示 59 号付表 9 

電気伝導度 電極法 JIS K 0102 13 

濁度 色濁計 上水試験方法 Ⅱ-3 3  

 

２．試料採取実施日および採取試料 

①令和 5年 7 月 31 日…土砂、河床底泥、河川水（平水時） 

②令和 5年 8 月 18 日…河川水（濁水時） 

 

３．試料採取前の降雨の状況 
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資料 12 令和 4年 8 月豪雨の災害復旧について 

（第 16 回丹生ダム建設事業の中止に伴う地域整備協議会資料） 
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資料 13 高時川で発生する濁水に関する所見（原田委員） 
（第 3回高時川濁水問題検討会議資料） 

 

岐阜大学 流域圏科学研究センター 准教授 原田守啓 

 

１．はじめに 

まず、2022 年 8 月の高時川・姉川の洪水で被害を受けられた方、またその後の濁水の

長期化により影響を受けられている方々にお見舞い申し上げます。 

私の専門は、河川工学、土砂水理学（水による土砂の動きやそれにより形成される河川地

形等に関する学問分野）、河川生態学であり、とくに河床材料が石礫・砂利・砂で構成され

ているような河川中上流域の水理と河川環境の関係性を主な研究対象としています。 

姉川・高時川については縁あって以前から注目しており、2022 年 8 月上旬の高時川・

姉川における二度の洪水時にも、霞堤からの氾濫等が発生し多量の土砂が河道内外に堆積

したことから、発生直後に河道内に堆積した土砂の採取・分析等を行い、その後の濁水の

長期化についても事態を注視して、原因について考察していました。この度、滋賀県庁か

らの高時川濁水問題検討会議への参加要請に応じ、滋賀県及び検討会議メンバーの有識者

から情報共有していただいた調査結果等に基づいて、高時川の濁水の長期化について現時

点での所見を述べさせていただきます。 

 

２．濁水の原因となる土砂の一般的性質 

 一般的に、増水時に「川の濁り」として認識されるのは、流水中に含まれる細粒土砂で

あり、おおむね粒径 0.1mm 以下の微細砂・シルト（0.005-0.075mm）・粘土（0.005mm 

以下）がこれにあたる。これらの細粒土砂は、一般的には山地斜面や農地等の表土・土

壌に多く含まれており、降雨によって流出し、川の濁りとして認識される。 

 細粒土砂は粒子が非常に小さいため沈降速度が小さく、流水に含まれる細粒土砂の大

部分は流れのある川の中に堆積することなく河口まで流れていき、静穏な水域で沈降・

堆積するが、河道内であっても流れが淀む場所や、植物が生えていて流れが穏やかな場

所などでは堆積し、細粒土砂の堆積層として残存する。また、土砂の濃度が高濃度であ

るほど、堆積しやすくなる。 

 2022 年 8 月上旬の高時川の洪水直後に個人的に行った現地調査では、河道内の高水

敷にある広場や、霞堤開口部付近の農地、姉川・高時川合流部の堤外農地などに、こげ

茶色の細粒土砂が大量に堆積しており、洪水時にかなり高濃度の細粒土砂が流下して

いたことが推測される。 

（洪水後に河道内で採取した堆積土砂のサンプルあり） 

 

３．高時川に流入した細粒土砂の由来と発生源 

 高時川流域の山々を形作る岩石は、美濃帯に属する堆積岩が主であり、日本の南の海
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で堆積した泥（シルト・粘土）や砂がプレート移動に伴う付加作用で形成された泥岩・

砂岩等が主なものである。泥岩・砂岩は、風化・破砕・摩耗した際に、元となった土砂

の粒径程度まで細かくなる性質があり、泥岩はシルト・粘土に、砂岩は砂に戻る。高時

川の濁りの原因となっている細粒土砂は、高時川流域の泥質の堆積岩が風化したもの

に由来している可能性が高く、山地斜面の表土の浸食、渓岸浸食によって流入支川か

ら高時川本流にもたらされた可能性が高いと判断される。 

 滋賀県が令和 2 年と令和 4 年に実施した 2 時期の航空レーザ測量の差分解析の分

析結果では、山間地の渓流での浸食傾向、渓流が流入した先の河川での堆積傾向が明

瞭に表れている。地域の方々が着目されている最上流域のスキー場跡地では、渓岸浸

食が認められる。それ以外の渓流からも、多くの土砂が渓岸浸食等により発生してい

る。 

 滋賀県が調査会社に委託して 2023 年 7 月末に行った高時川濁水・土砂分析調査の結

果のうち、渓岸・河岸の堆積土砂の粒度分布に着目すると、細粒土砂が 18～84％程度

含まれており、各渓流で渓岸浸食が生じる過程で、多量の細粒土砂が高時川にもたら

されたと考えられる。 

 また、レーダ測量の精度では確認できないが、多量の降水があったことから、主に人工

林の山地斜面の土壌が流亡する形態での土砂流入も一定程度発生していたのではない

かと推測される。山地斜面からの土壌流亡と、渓岸浸食による土砂流出の割合を判断

する材料は今のところない。 

 

４．高時川で継続的に発生している濁水のもととなる細粒土砂と濁水発生メカニズム 

 細粒土砂の沈降速度は非常に小さいため、2022 年 8 月の出水で河川に大量に流入し

た細粒土砂のうち、多くの部分は琵琶湖まで到達したと考えられる。しかしながら、そ

のうちの一部は河道内の高水敷や合流部の静穏域に分厚く堆積（大部分は人為的に撤

去されたと推測）したほか、一部は現在も河床に残存し、濁水の発生源となっていると

考えられる。 

 滋賀県が調査会社に委託して 2023 年 7 月末に行った高時川濁水・土砂分析調査の結

果のうち、河床材料の粒度分布を分析した結果によれば、河床材料の砂に 10%程度の

シルトが含まれていることが確認されている。（粘土分は確認されていない） 

 平野部の緩流河川や河口部付近を除き、山間地区間や扇状地区間の河床材料にシルト

が含まれていることは珍しく、高時川の河床材料に含まれるシルト分は、2022 年 8 月

の洪水によってもたらされた可能性が高いと推測される。（注：それ以前の河床材料調

査結果と比較できるとよい） 

 通常、シルト等の細粒土砂は沈降速度が小さいために流水のある河床には堆積を生じ

にくいが、極端な高濃度で細粒土砂が含まれる状態で、より沈降速度が大きい砂分が

沈降・堆積する際に、砂とともに堆積層を形成したと推測される。（注：要検証） 

 検討会議メンバーの大久保卓也委員による調査資料、滋賀県が行っている高時川濁水
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調査の結果等によれば、現在の高時川の濁りは最上流域の渓流では少なく、高時川本

川が山間地を流下する過程で濁度が高まっている。小原地点、菅並地点、下丹生地点

と、山間地を流下する過程で濁度の上昇がみられる。高時川濁水・土砂分析調査の結果

と併せて考察すれば、現在の高時川の濁りの発生源は、渓流における渓岸浸食による

ものよりも、河床材料に砂と混ざって存在しているシルト分が、砂が動く程度の増水

時に流水中に巻き上がって発生しているものが支配的であると考えられる。 

 泥にまみれた砂や砂利が水中でこすれあって、洗われているような状態を想像しても

らうとよい。出水によって河床の土砂が動くことによって土砂に含まれる（あるいは

土砂に付着している）細粒土砂が舞い上がり、川が濁るという自濁作用が働いている。 

 

５．対策の可能性・方向性 

 高時川濁水・土砂分析調査の結果のうち、河床材料の粒度分布を分析した結果によれ

ば、上流から下流の調査地点の広範囲の河床材料に 10%程度のシルトが含まれている

ことが確認されている。人為的に土木的な手段によってこれを除去することは困難で

ある。ただし、アユの産卵床造成など、限定された範囲では、河床耕耘は効果的な手段

となりうる。 

 上流域における渓岸浸食等による新たな細粒土砂の供給がなければ、河床から浮上す

る細粒土砂は、濁水が発生する度に減少することは間違いないが、河床が洗われる度

合いは、出水規模による。また、河床表層にどの程度の層厚でシルト分が含まれている

かにもよる。（注：面的に均一に存在しているわけではないので、現地調査による把握

は非常に難しい） 

 増水時に容易に浸食されうる位置に不安定（切り立っている、不安定な露頭）な渓岸斜

面があれば、浸食を受けにくいよう緩斜面に整正する、何らかの保護工（袋詰め玉石

等）を施すといった対策、大規模な箇所があれば治山堰堤等による山脚固定も有効と

考えられるが、高時川に流入する支川・渓流の本数が多く、長い延長を対策するのは現

実的ではないため、大規模な発生源となりうる箇所があれば、優先的に対策すべきで

ある。 

 出水時に生じる濁水に含まれる細粒土砂の大部分は、よほど高濃度でない限りは琵琶

湖まで到達し、河床に再堆積することはあまりない（あったとしてもわずか）と考えら

れる。高水敷や河岸等に泥が少し残るような形では残りうる。 

 

６．参考：アユへの影響 

 滋賀県が行っている高時川濁水調査の結果には濁度（単位：mg/l）の計測結果が示され

ている。 

 水産用水基準（水生生物の生息環境として維持することがのぞましい基準）として、河

川では 25mg/l 以下という数値がある。 

 アユに対する濁度の影響として、安房田ら（2010）はアユを清水と 50～500mg/l に濁
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度を調整した飼育水で飼育する実験を行い、短時間であれば 100mg/l の濃度ではスト

レスが認められないが、200mg/l では短時間でもストレスが認められることを示して

いる。また、50mg/l に 24 時間さらされた場合においてもストレスが認められる。 

 Mori at al.（2018）は、実験河川に濁水を発生させる実験を行い、濁度が 200mg/L を

超えるとアユが濁水を忌避し、濁りの少ない場所を求めて移動することを確かめてい

る。 

 水際部の植生帯などでは、流れが穏やかであるために濁度が低くなっているケースが

多い。出水で河川が濁っている際には冠水した水際の植生に魚類が避難している状況

もみられる。 

 アユの餌となる付着藻類は、シルト分が堆積すると餌資源として価値が低下する。ま

た、付着藻類の生産速度（成長速度）が低下する。付着藻類にシルトが堆積するかどう

かは、シルト分の濃度と流れの状態に依存しており、一概にはいえない。 

 アユ産卵場については、全国的には 20-30mm の砂利が浮石状に堆積している瀬を利用

する報告が多い。細粒分が堆積しているような場所は産卵場として利用されない。滋

賀県琵琶湖環境科学研究センターの水野ら（2020）が琵琶湖流入河川 9 河川のアユ産

卵場の河床材料について調べており、姉川では最小粒径 0.7mm、2mm 以下の砂分が 15%、

2～32mm の砂利分が 85%程度の場所が主な産卵場となっていることが報告されている。 

 経年的に産卵場として利用されてきた区間の河床にシルト分が含まれてしまっている

場合、河床耕耘によって河床材料に含まれる細かい砂やシルトを洗い流し、アユ産卵

床を人為的に形成することは効果的であると考えられる。 

 

以上 


